
議会広報編集特別委員会

各議員の議案に対する賛否の状況（平成27年第1回臨時会）

※○＝賛成　×＝反対　退＝退席　欠＝欠席　除＝除斥　　小野順一議員は議長職のために表決権はありません。
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市税条例等の一部を改正する条例の専決処
分の承認

承認 5月1日 ○×○○○○○○○○○○○○○○○○○○×

市都市計画税条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認

承認 5月1日 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

市国民健康保険税条例の一部を改正する条
例の専決処分の承認

承認 5月1日 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×

市税特別措置条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認

承認 5月1日 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

固定資産評価員の選任 同意 5月1日 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

教育委員会委員の任命 同意 5月1日 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

監査委員の選任 同意 5月1日 ○○○○○○○○○○除○○○○○○○○○○

※除斥＝審議を公正なものとするため、議案などと一定の利害関係がある議員はその審議に参加できないこと。
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議会を傍聴してみませんか？
次回６月定例会は、６月12日に開会予定です。

手続きは、受付にて住所と名前を書くだけです。	 ℡ 0974-22-1001
　　お気軽に議会事務局にお尋ねください。	 市内無料電話　9-22-1001
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